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３０総総法査第２６５号  

 

 

決      定  

 

 

                                

申立人（審査請求人）        

東京都新宿区新宿一丁目１４番５号  

新宿ＫＭビル８０１  

アストレア法律事務所  

上記代理人   弁護士  青木  信昭  

 

処  分  庁   江東区福祉事務所長 

 

申立人が提起した保護変更決定処分に係る執行停止の申立てについて、

次のとおり決定する。  

 

主       文  

 

処分庁が、平成３０年７月３０日付けで申立人に対してした保護変更

決定処分（３０江生一第０５８８４３号）の効力を平成３０年１０月１

日から本案審査請求の裁決まで停止する。  

 

 

理       由  

 

第１  執行停止の申立ての趣旨  

本件執行停止の申立て（以下「本件申立て」という。）の趣旨は、

処分庁が申立人に対して、平成３０年７月３０日付けでした生活保

護法に基づく保護変更決定処分（３０江生一第０５８８４３号。以
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下「本件処分」という。内容は別紙のとおり）について、その効力

の停止を求めるというものと解される。  

 

第２  事案の概要（本件処分通知書、留学（更新）許可証、渡航前オリ

エンテーションプログラムガイド等による。）  

 １  従来、処分庁は、申立人、申立人の妻     さん及び申立人の

長女     さん（以下、単に「妻」及び「長女」という。）の３

人世帯について、生活保護を実施しており、本件処分の前である平

成３０年４月から８月までの生活保護支給額は、月当たり１９８，

４２０円であった。  

 ２⑴  処分庁は、平成３０年７月３０日付けで、申立人に対し、世帯

員の減（２人世帯）を理由として、同年５月１日から、申立人世

帯の基準生活費を１４６，９５０円に変更するとともに、過払と

なる各月（同年５月分から８月分まで）の保護費５１，４７０円

を同年９月から１２月までの保護費からそれぞれ差し引く旨の保

護変更決定処分を行った（本件処分）。  

⑵  処分庁が本件処分の理由とした世帯員の減は、都立高等学校の

生徒である長女が東京都教育委員会の平成２９年度「次世代リー

ダー育成道場」の研修生に選ばれ、オーストラリアに留学したこ

とによるものであった（以下「本件海外留学」という。）。  

（本件海外留学の主な内容）  

・留学先     オーストラリア            

                      

・留学許可期限  平成   年  月   日から平成   年   月   

日まで  

・厳守事項    研修生は、下記の記載事項を厳守しなければな

らない。一つでも違反した場合には、直ちに研修

プログラムから離脱し、日本へ帰国となる。  

記  

１から１２まで  （略）  

１３  アルバイトをしないこと。  
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１４及び１５   （略）  

 ３  申立人は、平成３０年８月１７日付けで、当庁に対し、本件処分

についての審査請求（３０総総法査第２６４号。以下「本案審査請

求」という。）を提起するとともに、本件申立てを提起した。  

 

第３  申立人の主張の要旨  

   本件処分の執行により、以下のとおり、申立人には重大な損害が

発生し、かつ、その損害発生を避けるために緊急の必要があるので、

本件処分の執行停止を求める。  

１  重大な損害の発生  

本件処分により、平成３０年９月分から１２月分までの申立人の

保護費は、従来より５１，４７０円減額になるだけでなく、過払金

５１，４７０円も差し引かれるので、合計１０２，９４０円の減額

となり、受け取る保護費は９５，４８０円になってしまう。これで

は、申立人夫婦が生活できなくなるだけでなく、長女への仕送り

（月額５万円程度）もできなくなり、長女も現地での生活に困窮す

ることになる。  

これによって、申立人が被った損害は、後日、回復することが困

難である。したがって、本件処分の執行により、回復し難い重大な

損害が発生することが明らかである。  

２  緊急の必要性  

本件処分は、上記１のとおり、平成３０年９月分の支給額から、

１０２，９４０円の減額を決めているので、裁決を待っていたので

は損害の発生を避けることができないことは明らかであり、本件処

分の執行を停止する緊急の必要性がある。  

３  なお、本件処分の執行を停止しても、公共の福祉に重大な影響を

及ぼすおそれはないし、審査請求書の記載及び証拠資料から、本案

について理由があることが明らかであるので、本件処分の執行を停

止すべきである。  

 

第４  審査庁の判断  
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１  法令等の定め  

⑴  行政不服審査法の定め  

行政不服審査法（以下「法」という。）２５条４項は、審査請

求人の執行停止（処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部

又は一部の停止その他の措置をいう。）の申立てがあった場合に

おいて、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損

害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、

執行停止をしなければならない、ただし、公共の福祉に重大な影

響を及ぼすおそれがあるとき、処分の執行若しくは手続の続行が

できなくなるおそれがあるとき、又は本案について理由がないと

みえるときは、この限りでない旨を規定している。  

そして、同条５項は、審査庁は、同条４項に規定する重大な損

害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の

程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容

及び性質をも勘案するものとすると規定している。  

⑵  生活保護法等の定め  

ア  生活保護法１条は、同法の目的として、国が生活に困窮する

すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行

い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長

することを目的とすると規定し、また、同法３条は、最低限度

の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるも

のでなければならないと規定する。  

イ  生活保護法１９条１項は、保護の実施機関は、「その管理に

属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者」

（同項１号）に対して保護を決定し、かつ、実施しなければな

らない旨規定している。  

ウ  地方自治法２４５条の９第１項及び第３項の規定に基づく処

理基準である「生活保護法による保護の実施要領の取扱いにつ

いて」（昭和３８年４月１日付社保第３４号厚生省社会局保護

課長通知。以下「課長通知」という。）第１０（保護の決定）

の問１９によれば、被保護者が、一時的かつ短期に海外へ渡航
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した場合であっても、引き続き国内に居住の場所を有している

場合は、海外へ渡航したことのみをもって生活保護を停廃止す

ることはできないとされている。  

この「一時的かつ短期」について、「生活保護問答集につい

て」（平成２１年３月３１日付厚生労働省社会・援護局保護課

長事務連絡。以下「問答集」という。）によれば、「一律に１

か月以内と期間を定めることは妥当ではなく、概ね１～２か月

を目安に、渡航の目的・帰来可能性等を十分に考慮した上で判

断することとされたい。」とされている（問答集問１０－２４

（答））。  

エ  地方自治法２４５条の９第１項及び第３項の規定に基づく処

理基準である「生活保護法による保護の実施要領について」

（昭和３８年４月１日付社発第２４６号厚生省社会局長通知。

以下「局長通知」という。）第１（世帯の認定）の１・⑵は、

居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき

場合として、子が義務教育のため他の土地に寄宿している場合

を挙げている。  

 そして、問答集によれば、義務教育以外の場合であっても、

就学又は技能習得のために他の土地に寄宿している場合、例え

ば、高等学校に就学中の者が寮生活を営んでいる場合は、同一

世帯と認定すべき場合が考えられるとしている（問答集問１－

１５（答））。  

２  本件についての検討  

以下、これを本件申立てについて検討する。  

⑴  「重大な損害を避けるために緊急の必要がある」（法２５条４

項本文）か否かについて  

ア  申立人は、平成３０年４月から８月まで月当たり１９８，４

２０円の生活保護費を受給していたところ（第２・１）、本件

処分により、月当たり生活保護費が５１，４７０円減額となり、

さらに同年９月から過払金５１，４７０円が毎月差し引かれる

ことによって、月当たり生活保護費が９５，４８０円になるこ
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とが認められる（第２・２・⑴）。  

そして、本件処分の理由となった世帯員の減は、本件海外留

学を理由にするものであるところ、長女は留学先でアルバイト

を禁止され（第２・２・⑵）、申立人が長女に仕送りをしてい

ること（甲９号証）からすれば、長女は、留学中も申立人から

一定の金銭的支援が必要であることが推認される。  

イ  そうすると、本件処分により、申立人、妻及び長女は、健康

で文化的な最低限度の生活水準（生活保護法１条及び３条）を

維持することが困難になるという「重大な損害」が生じるもの

と一応認めることができる。  

そして、事後的な補償によって損害を回復することは、その

性質上著しく困難であるから、「緊急の必要があるとき」に該

当するものと認められる。  

ウ  したがって、本件申立てについては、「重大な損害を避ける

ために緊急の必要がある」ものと認められる。  

⑵  「本案について理由がないとみえるとき」（法２５条４項ただ

し書）に当たるか否かについて  

ア  当庁の調査によれば、処分庁は、平成３０年７月３０日に申

立人から、長女がオーストラリアに転出している旨の変動届

（平成３０年１月１９日から同年１２月５日まで）及び留学

（更新）許可書の提出を受けたことから、同年５月１日に遡及

して世帯員の減員処理を行い、本件処分を行ったことが認めら

れる。  

そして、当該世帯員の減員処理は、実質的には長女の保護を

停止又は廃止するものと解されるところ、処分庁は、  

(ｱ) 生活保護の実施については、法１９条１項に「その管理に

属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者」

と規定しているが、これは海外渡航した要保護者について一

律に保護の対象としない趣旨ではないとされていること、  

(ｲ) 課長通知第１０の問１９によれば、被保護者が、一時的か

つ短期に海外へ渡航した場合であっても、引き続き国内に居
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住の場所を有している場合は、海外へ渡航したことのみをも

って生活保護を停廃止することはできないとされていること、  

( ｳ ) この「一時的かつ短期」について、問答集問１０－２４

（答）によれば、「一律に１か月以内と期間を定めることは

妥当ではなく、概ね１～２か月を目安に、渡航の目的・帰来

可能性等を十分に考慮した上で判断することとされたい。」

とされている（問答集問１０－２４（答））こと、  

これらを踏まえて、本件海外留学においては、留学期間が１１

か月近くに及ぶこと（第２・２・⑵）から、「一時的かつ短

期」の海外渡航と判断することはできないとして、長女の保護

を実質的に停止又は廃止するものである本件処分を行ったこと

が認められる。  

なお、処分庁は、局長通知（第１の１・⑵）及び問答集（問

１－１５（答））にいう「子が就学又は技能習得のために他の

土地に寄宿している場合」の「他の土地」については。法１９

条の趣旨に照らせば、国外の土地は該当しないと解している。  

イ  以上を踏まえて検討すると、確かに本件海外留学のような１

１か月近くに及ぶ海外渡航が上記アの「一時的かつ短期」に該

当すると判断するには、難しい面があると考えられる。  

しかしながら、アルバイトを禁止され、金銭的援助が必要と

考えられる本件海外留学について、課長通知及び問答集が想定

している海外渡航の規定をそのまま当てはめて良いのかは検討

の余地があるとも考えられる。  

また、局長通知及び問答集にいう「子が就学又は技能習得の

ために他の土地に寄宿している場合」に、本件海外留学の場合

が該当しないとも言い切れない。  

このように考えると、本件海外留学のような場合について、

その取扱いを明確に定めたものは見当たらないと言わざるを得

ず、本件処分については、処分庁の裁量の範囲内か否かを慎重

に判断すべき事案であると考えられる。  

そうすると、本件処分の違法性又は不当性については、本案
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審査請求において、十分に検討の上、判断するのが相当である

と解される。  

ウ  したがって、本件申立ては、執行停止の消極要件である「本

案について理由がないとみえるとき」に該当するということは

できない。  

⑶  「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」（法２５条４項た

だし書）の有無について  

本件処分の効力を停止しても、「公共の福祉に重大な影響を及

ぼすおそれ」があると認めるべき事情の存在を認めることはでき

ない。  

⑷  以上によれば、本件処分はその効力を停止することが相当であ

ると認められる。そして、効力停止の期間は、生活保護費が原則

として月の初日に１か月分が支給されること、本件決定の時期等

を考慮して、平成３０年１０月１日から本案裁決までの間とする。  

 

第５  結論  

以上のとおり、本件処分は、平成３０年１０月１日から本案審査

請求の裁決までの間、効力を停止することとし、法２５条７項の規

定に基づいて、主文のとおり決定する。  

 

 

平成３０年９月１９日  

 

審査庁  東京都知事  小  池  百  合  子  
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別紙  

 

本件処分の内容  

（平成３０年７月３０日付保護変更決定通知書）  

 

１  保護決定の内容等  

⑴  決定内容   保護変更  

 ⑵  決定年月日  平成３０年５月１日  

 ⑶  決定した理由  保護基準を変更します。（世帯員の減）  

 

２  保護の基準等  

 ⑴  基準  

 変更後決定額  
既支給額  追給・過払  

基準生活費  支給額  

５月  146,950 146,950 198,420 過払  51,470円  

６月  146,950 146,950 198,420 過払  51,470円  

７月  146,950 146,950 198,420 過払  51,470円  

８月  146,950 146,950 198,420 過払  51,470円  

 ⑵  変更に伴い生じた過払額（返還額）  

   ５月分  ５１，４７０円    ６月分  ５１，４７０円  

   ７月分  ５１，４７０円    ８月分  ５１，４７０円  

   ＊過不足額合計２０５，８８０円を以下のとおり保護費から差し

引きます。  

    ９月  ５１，４７０円    １０月  ５１，４７０円  

   １１月  ５１，４７０円    １２月  ５１，４７０円  

 


